
２　人権施策を推進するための取組み

（４）　人権感覚に優れた職員の育成
　市職員一人ひとりが人権行政の推進者として、人権尊重の視
点に立った業務を遂行するため、一層効果的な研修を推進しま
す。

〈施策の方向性〉
・参加型や体験型研修など効果的な研修の推進

・効果的な職場研修の推進
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④実施期間 ⑤所管局

子ども家庭局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（４）　　人権感覚に優れた職員の育成

②施策の方向性

参加型や体験型研修など効果的な研修の推進

社会福祉施設従事者研修（保育所職員）事業等

⑥事業・取組みの内容

【目的】
職員一人一人が人権行政の推進者としての自覚と使命感を持ち、人権尊重の視点に立った業務を遂行する

ため、人権感覚に優れた職員の育成を目的に人権研修に取り組む。
【概要】
　①子ども家庭局保育課主催：｢家庭支援推進保育研修会｣の実施
　②社会福祉研修所主催：新任保育士研修、中堅保育士研修の実施
　③家庭支援推進保育事業実施保育所（直営８箇所、民間９箇所）：所内研修（各月１回）の実施
　　１７箇所 １２回 平均１５人（１保育所あたり）＝３，０６０人

⑦令和３年度までの実施状況

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のためオンラインや人数制限を行った研修も
あったが、職場内での研修を充実し、職員一人一人が子どもの最善の利益を考慮し、人
権に配慮した保育を行うために、倫理観を養い人間性を高めるとともに、保育所職員と
しての職務の理解や責任の自覚を促すことができた。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　職員自らが、人権感覚を高め、保育の質の向上を図ること。
　また、研修で得た知識及び技能を他の職員と共有することにより、保育所全体としての保育実践の質及び
専門性の向上につなげていけるように啓発をしていく。

⑩令和４年度以降の実施計画

　継続的して実施し、人権感覚に優れた職員の育成に取組み、更なる保育の質の向上を図る。

Ｈ29 H30 R1 R2 R3

① 91 100 90 44 48

137 130 95 120 116

134 114 109 0 83

③ 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060職場内研修
＊17箇所×12回×平均15人（1保育所あたり）＝延べ人数

【参加人数】 （単位：人）

研修名

家庭支援推進保育研修会

②
新任保育士研修

中堅保育士研修
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④実施期間 ⑤所管局

昭和54年度～ 総務局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

職場研修（人権研修）

⑥事業・取組みの内容

　人権問題についての正しい理解と認識を深め、人権行政を主体的に推進する判断力と実行力を養い、人権
意識を高めることを目的に、全職員を対象として人権問題に関する職場研修を行う。

⑦令和３年度までの実施状況

　毎年度、各職場（課単位）において、職場研修を年２回（前期・後期）実施している。
　また、職場研修の効果的な実施にあたり、研修教材の貸出し等を行っている。

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　継続的に人権研修を実施することで、職員の人権意識の向上を図ることが出来てい
る。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　継続的な取組みが必要

⑩令和４年度以降の実施計画

　継続して実施し、職員の人権意識の更なる向上を図っていく。

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（４）　　人権感覚に優れた職員の育成

②施策の方向性

参加型や体験型研修など効果的な研修の推進
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④実施期間 ⑤所管局

総務局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

階層別研修

⑥事業・取組みの内容

人権・同和行政の取組みを学び、人権問題解決に向けた理解を深めるために、各階層別研修において人権研
修を実施する。

⑦令和３年度までの実施状況

　関係局と連携し、各階層に応じて、人権・同和行政の現状と課題などのテーマに沿った人権研修を実施。
　研修の手法としては従来からの講義形式での研修以外に、グループワーク形式での参加型研修や視覚障害
者への接遇などの福祉体験を行う体験型研修を行うなど内容を充実させることで、職員として必要な人権意
識をさらに高めていくものとなっている。

（人数は、令和３年度修了者数）
・新規採用職員（前期）研修　１８３名
・新規採用職員（後期）研修　１８２名
・採用２年次職員研修　　　　１６０名
・採用３年次職員研修　　　　１８５名
・採用６年次職員研修　　　　１１６名

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　節目において、人権研修を行うことで、新たな立場での人権に対する考え方を認識す
る機会となっている。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　関係局と連携し、受講対象となる階層の検討や受講者アンケートの活用など、必要に応じて効果的な見直
しを行い、継続的に取り組んでいく。

⑩令和４年度以降の実施計画

　継続して実施し、職員の人権意識の更なる向上を図っていく。

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（４）　　人権感覚に優れた職員の育成

②施策の方向性

参加型や体験型研修など効果的な研修の推進
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④実施期間 ⑤所管局

平成17年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（４）　　人権感覚に優れた職員の育成

②施策の方向性

効果的な職場研修の推進

同和対策課・地域交流センター職員の資質向上

⑥事業・取組みの内容

人権文化のまちづくりを推進するため、地域交流センターや同和対策課、人権文化推進課の職員を対象
に、初任者研修、人権啓発推進者養成講座、人権相談従事者研修、運動団体の研究集会など、各種研修に参
加・受講させ、資質を高める。

⑦令和３年度までの実施状況

・新任職員研修、新任館長・次長研修（平成17年度～）
・地域交流センター職員マナー講座（平成23年度～）
・指導者養成講座・基礎編（平成17年度～）
・指導者養成講座・発展編（平成18年度～）
・指導者養成講座・コーディネーター編（平成25年度～）
・人権相談従事者研修[主催：福岡県]（平成20年度～）
・人権啓発指導者養成研修会[主催：(公財)人権教育啓発推進センター]（平成17～24年度）
・全隣協、県隣協研修会（平成17年度～）
・各種研究集会（平成17年度～）
・介護保険関係業務研修会（平成27年度～）
・生活困窮者自立支援制度の研修（平成29年度～）
・各地域交流センターにおいて、「くらしの便利情報」（市政ガイドブック）を活用した、相談業務に係る
　全般的な知識の習得を図る。（平成30年度～）

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　人権啓発活動、交流事業、相談事業等における中心的、指導的役割を果たせるよう、
業務に支障のない範囲で積極的に各種研修会に参加させている。職員の資質の向上に寄
与している。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　継続的な取組が必要。

⑩令和４年度以降の実施計画

　・地域交流センター職員研修の充実を図る。
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④実施期間 ⑤所管局

平成22年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

　教員及びスクールカウンセラーに対し、自殺対策及び児童・生徒の自殺予防について
正しい知識の普及を図ると同時に、学校現場で活用できるツールを提供することによ
り、教員及びスクールカウンセラーの意識向上を図る機会となっている。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　研修を受講した教員・スクールカウンセラーを中心として、学校全体への周知・理解をさらに広げていき
たい。

⑩令和４年度以降の実施計画

　継続実施

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第３章　２－（４）　　人権感覚に優れた職員の育成

②施策の方向性

効果的な職場研修の推進

③事業名

児童・生徒の自殺予防のための教員等向け研修

⑥事業・取組みの内容

児童・生徒の自殺を予防するための取り組みとして、平成21年度に制作した小中学生向けの自殺予防パン
フレットの活用に向けて、教育委員会と連携のうえ、市内小中学校のスクールカウンセラー・教員・保護者
等を対象に研修を実施する。

⑦令和３年度までの実施状況

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
回数 6回 6回 6回 0回 1回
参加人数 延228名 延208名 延201名 0名 118名
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④実施期間 ⑤所管局

平成20年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

　自殺対策の研修において、社会全体で取り組むべき問題として、自殺の現状、うつ病
等の精神疾患、遺された人（自死遺族）への支援等について、正しい認識と理解を得ら
れる機会となった。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　関係部署・窓口及び関係団体との連携を強化することで、効率的・効果的な事業展開を図ることが求めら
れる。

⑩令和４年度以降の実施計画

　継続実施予定

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第３章　２－（４）　　人権感覚に優れた職員の育成

②施策の方向性

効果的な職場研修の推進

③事業名

ゲートキーパー養成研修の実施

⑥事業・取組みの内容

地域において、自殺対策を広く効果的な推進を図ることを目的として、自殺防止のために早期対応の中心
的役割を果たす人材（ゲートキーパー）を養成するため、次の3種の研修を行う。
(1)区役所職員向け研修
(2)かかりつけ医うつ病対応力向上研修
(3)民生委員・ケアマネージャー等対象の研修

⑦令和３年度までの実施状況

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
回数 7回 10回 7回 4回 5回
参加人数 延488名 延727名 延590名 延383名 延555名

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
回数 1回 1回 1回 1回 1回
参加人数 33名 44名 43名 39名 33名

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
回数 84回 70回 80回 34回 53回
参加人数 延2,825名 　延2,771名 延3,074名 延694名 延1,381名

(1)職員向け研修

(2)かかりつけ医うつ病対応力向上研修

(3)民生委員・ケアマネージャー等対象の研修

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
回数 7回 10回 7回 4回 5回
参加人数 延488名 延727名 延590名 延383名 延555名

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
回数 1回 1回 1回 1回 1回
参加人数 33名 44名 43名 39名 33名

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
回数 84回 70回 80回 34回 53回
参加人数 延2,825名 　延2,771名 延3,074名 延694名 延1,381名

(1)職員向け研修

(2)かかりつけ医うつ病対応力向上研修

(3)民生委員・ケアマネージャー等対象の研修
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④実施期間 ⑤所管局

平成15年度
以前～

市民文化スポーツ局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（４）　　人権感覚に優れた職員の育成

②施策の方向性

効果的な職場研修の推進

市民センター館長研修会

⑥事業・取組みの内容

　地域におけるコミュニティ活動や生涯学習活動について、必要な知識を学ぶとともに、館長の果たすべき
役割について考える。また、地域づくりの拠点である市民センターの館長として必要な能力の向上を図る。

⑦令和３年度までの実施状況

　毎年度実施している市民センター館長研修会において、人権に関するカリキュラムを実施した。
（令和３年度研修回数：１回)

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　市民センターで実施する人権学習の必要性について理解を深め、館長の資質向上を図
ることができた。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　継続的な取組が必要。

⑩令和４年度以降の実施計画

　市民センター館長研修会において、人権に関するカリキュラムを引き続き実施。
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④実施期間 ⑤所管局

昭和61年度～ 総務局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

管理監督者人権研修

⑥事業・取組みの内容

　管理監督者として、人権問題への理解を深めることで、職場における職員の人権意識の向上を図るため、
管理監督者を対象とした人権研修を実施する。

⑦令和３年度までの実施状況

・平成１８年度までは、全部長・課長を対象に実施。
・平成１９年度からは、職場研修で直接指導を行う課長・係長（昇任して３年次）を対象として実施。
・平成２３年度以降は、人権行政に造詣の深い講師を招いて人権講話を実施。
・平成２７年度以降は、人権講話と併せて、職場研修の具体的手法を学ぶ講義を実施。

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　職場研修等で指導的な役割を担う課長・係長自身の人権問題への理解をさらに深める
とともに、指導する上での具体的な手法を学ぶことで、職員全体の人権意識の更なる向
上に寄与している。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　関係局と連携し、受講対象となる階層の検討や受講者アンケートの活用など、必要に応じて効果的な見直
しを行い、継続的に取り組んでいく。

⑩令和４年度以降の実施計画

　継続して実施し、職員の人権意識の更なる向上を図っていく。

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（４）　　人権感覚に優れた職員の育成

②施策の方向性

効果的な職場研修の推進

修了者数 （単位：人）
H29 H30 R1 R2 R3
155 140 133 128 138
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２　人権施策を推進するための取組み

（５）　行政施策の評価と検証
　人権尊重の視点に立った行政施策の評価や検証を行います。
また「北九州市人権施策審議会」において、人権行政を市民の
視点で見守るとともに、本市の人権施策の推進にかかる基本的
事項を調査審議します。

〈施策の方向性〉
・人権尊重の視点に立った行政施策の評価・検証
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④実施期間 ⑤所管局

　平成20年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（５）　　行政施策の評価と検証

②施策の方向性

人権尊重の視点に立った行政施策の評価・検証

北九州市人権行政指針関係事業の概要

⑥事業・取組みの内容

　「人権文化のまちづくり」をより積極的に推進するため、「北九州市人権行政指針」に掲げた施策の方向
性に沿った事業の進捗状況について、事業ごとに所管する部署が自己評価を行ったものをとりまとめ、人権
施策審議会の審議を経て、「北九州市人権行政指針関係事業の概要」として公表する。

⑦令和３年度までの実施状況

　平成２０年度から毎年度、「北九州市人権行政指針関係事業の概要」を作成し、公表している。平成２３
年度より様式を改め、事業ごとの課題、問題点の項目を設け、自己評価を促す様式に変更した。
　また、平成２７年度にも様式を改訂し、人権行政指針の施策の方向性に沿っているかどうかの評価結果を
踏まえて課題と見直しについての項目を設け、評価内容を次年度以降の計画に反映しやすい様式にした。さ
らに、令和２年度には評価項目の「概ね指針どおり」「課題あり」に「一部課題あり」を加え、評価に幅を
持たせた。

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　市全体における、人権行政指針関係事業の進捗状況についての評価及び検証を毎年度
実施することにより、行政全体で、人権尊重の視点に立った施策が推進されているかど
うかを確認することができている。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　より効果的な評価システムとなるよう、今後も検討していく。

⑩令和４年度以降の実施計画

　継続実施
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④実施期間 ⑤所管局

令和３年度～
令和５年度

保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（５）　　行政施策の評価と検証

②施策の方向性

人権尊重の視点に立った行政施策の評価・検証

第８期北九州市人権施策審議会

⑥事業・取組みの内容

本市の人権施策の推進に係る基本的事項を調査審議するとともに、人権行政を市民の視点で見守る第三者
機関として、人権に関する見識が高く本市の状況に精通している学識経験者等からなる「北九州市人権施策
審議会」を設置している。

⑦令和３年度までの実施状況

　平成１５年７月に第１期人権施策審議会を開催した後、継続して設置している。（任期２年）
　第８期審議会：令和３年８月２日　～　令和５年８月１日（開催回数：４回）
　主に、本市の人権教育・人権啓発の取組み及び北九州市人権行政指針関係事業の概要について専門的立場
や市民の視点から意見を伺った。
　第８期審議会においては、「北九州市人権行政指針関係事業の概要」や、「人権教育・人権啓発」、「コ
ロナ禍における人権行政」等について意見をいただいた。

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　継続して人権施策審議会を設置することによって、継続的に本市の人権行政施策の評
価や検証を実施することができた。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　限られた時間の中、効果的な審議の場となるよう議題等を適切に選定する必要がある。今後も効果的な評
価ができるよう検討していく。

⑩令和４年度以降の実施計画

　コロナ禍に対応し、オンラインを併用して審議会を開催する。
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２　人権施策を推進するための取組み

（６）　人権のネットワークの充実
　行政機関、人権擁護委員、民生委員・児童委員、地域、企
業、市民活動団体等との連携を充実・強化し、人権を尊重した
まちづくり活動を促進します。

〈施策の方向性〉
・国、県等の行政機関、人権擁護委員、民生委員・児童委員、地域、企
業、市民活動団体等と連携・協働する事業の促進

・地域の団体・機関等との連携、協働による人権を尊重したまちづくり
事業の充実

・ネットワークを活用した人権に関する情報の効果的な提供

41



④実施期間 ⑤所管局

平成17年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

　ブース出展やステージイベント等について、引き続き、人権について考えるきっかけづくりや来場者数の
増加を見込める内容を検討する。また、引き続きコロナ禍に対応した開催内容、実施体制、感染対策等を行
う。

⑩令和４年度以降の実施計画

　継続実施（感染対策を徹底し、実施する。）

　これまで、ステージイベントの実施やパネル展示等を通じて、多くの市民に人権問題
を身近に考える機会を提供することができた。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

国、県等の行政機関、人権擁護委員、民生委員・児童委員、地域、企業、市民活動団体等と連携・協働する事業の促進

③事業名

ふれあいフェスタの開催

⑥事業・取組みの内容

人権に関する講演会やパネル展示、人権・福祉団体による出展（活動の紹介・展示・販売）などを行い、
明るく楽しい雰囲気の中で人権の大切さについて考えるイベント。

⑦令和３年度までの実施状況

　平成17年度から開催。
　会場は、平成25年度までは西日本総合展示場新館、平成26年度からはウェルとばた。
　平成27年度からは、障害者芸術祭と共同開催をしている。

【来場者数】 （単位：人）
H29 H30 R1 R2 R3

3,600 3,400 3,500 0 2,400

R2は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止
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④実施期間 ⑤所管局

平成10年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

　国、県の機関及び県内の市町、人権擁護委員などの団体と連携を密にし、共同で事業
を実施することによって、より効果的な啓発活動の実施が可能になっている。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　「人権文化のまちづくり」は社会全体で取り組むことが必要であり、そのためには、国、県等の行政機関
はもとより、地域に密着した人権啓発活動に取り組んでいる人権擁護委員との連携が不可欠である。今後
も、より一層連携を充実・強化して効果的な人権啓発活動を行いたい。

⑩令和４年度以降の実施計画

　継続実施

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

国、県等の行政機関、人権擁護委員、民生委員・児童委員、地域、企業、市民活動団体等と連携・協働する事業の促進

③事業名

人権啓発活動ネットワーク協議会

⑥事業・取組みの内容

福岡県人権啓発活動ネットワーク協議会及び北九州地域人権啓発活動ネットワーク協議会に参画し、法務
局、人権擁護委員協議会及び周辺自治体と相互連携して、人権啓発活動を総合的、効果的に実施する。

⑦令和３年度までの実施状況

（福岡県人権啓発活動ネットワーク協議会）
　構成団体：福岡法務局、福岡県人権擁護委員連合会、福岡県、福岡市、北九州市、
　          （公財）福岡県人権啓発情報センター、社会福祉法人福岡県社会福祉協議会
　会　　議：年３回（活動計画、情報交換、活動報告）
  活動内容：同和問題啓発ＣＭ放送、ふれあいフェスタ、ＨＰ開設他

（北九州地域人権啓発活動ネットワーク協議会）
　構成団体：福岡法務局北九州支局（事務局）、北九州人権擁護委員協議会、北九州市、中間市、芦屋町、
            水巻町、岡垣町、遠賀町、福岡法務局行橋支局、行橋人権擁護委員協議会、行橋市、豊前市、
            苅田町、みやこ町、築上町、吉富町、上毛町
　会　　議：年２回（活動計画、情報交換、活動報告）
　活動内容：人権啓発マッチ（ギラヴァンツホームゲーム）、ふれあいフェスタ、人権の花運動、
            ＨＰ開設他
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④実施期間 ⑤所管局

平成26年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

⑦令和３年度までの実施状況

【Ｒ３年度】
・日時　６月２６日（土）１９：００キックオフ（ＶＳジェフユナイテッド千葉）
・場所　ミクニワールドスタジアム北九州
・来場者数　２，７４１人
・啓発活動内容
　モモマルくんによるキックインセレモニー
　大型ビジョンでの人権啓発動画放映
　クリアファイルの制作・配布（４，０００枚）
　ブースを設置し、啓発用チラシや「モモマルくんと考えよう」などを配布

　市内プロスポーツチームであるギラヴァンツ北九州と連携したホームゲームでの啓発
活動により、多くの市民の理解を促進する啓発活動を実施することができた。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　引き続き、より一層市民の参加を促すような啓発手法を工夫し、実施していく。

⑩令和４年度以降の実施計画

継続実施（ヘイトスピーチ防止、LGBT等の動画放映やヤングケアラー、同和問題（部落差別）等のチラシ
配布等、様々な人権課題について啓発を行う。）

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

③事業名

人権啓発マッチ

⑥事業・取組みの内容

幅広い層の市民を対象に人権意識の高揚を図ることを目的とし、北九州市のプロサッカーチームであるギ
ラヴァンツ北九州と連携し、ＰＲブースの設置や場内アナウンス等を行う人権啓発マッチを実施するもの。

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

国、県等の行政機関、人権擁護委員、民生委員・児童委員、地域、企業、市民活動団体等と連携・協働する事業の促進
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④実施期間 ⑤所管局

平成20年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

国、県等の行政機関、人権擁護委員、民生委員・児童委員、地域、企業、市民活動団体等と連携・協働する事業の促進

　今後も「地域の課題を地域で考え、地域で解決する」ための環境整備を行い、自助・共助の取組みを支
援・啓発していくことが重要である。そのために関係団体・機関と行政の連携体制の再構築と、市役所内部
の連携機能の強化が必要であると考える。

⑩令和４年度以降の実施計画

○いのちをつなぐネットワーク推進会議の開催
○協力企業・団体の拡大、強化を図る

③事業名

いのちをつなぐネットワーク事業

⑥事業・取組みの内容

地域におけるネットワークや見守りの仕組みを結びつけ、網の目を細かくしていくことで、支援が必要な
市民を１人でも多く救えるよう、「すべてのいのちを大切にする」という強い信念のもと、行政として地域
を支援する新しい仕組み「いのちをつなぐネットワーク事業」を推進するもの。

この事業は、行政が地域の中に入り込み、地域福祉の面からの地域づくりを住民と協働することが不可欠
である。各区に配置した「いのちをつなぐネットワーク担当係長」が地域に出向き、支援が必要な人の相談
を受け、必要なサービスにつないだり、地域で活動する民生委員等の手助けをしている。

⑦令和３年度までの実施状況

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　「地域の課題を地域で考え、地域で解決する」ための環境整備を促進するため、自
助・共助の取組みを支援・啓発してきた。具体的には、担当係長が積極的に地域に出向
き、地域と行政の橋渡し役として活動した。このことにより、地域で見守りや支えあい
を行う住民、特に民生委員から活動がしやすくなったという声が上がっている。
　また、ネットワークのさらなる強化、拡大に向けて、民間企業・団体への働きかけを
図っている。
　そのため、民生委員・児童委員、地域、市民活動団体等との連携・協働を図る事業と
なっている。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

（単位：件）
平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

1,438 1,443 1,669 1,530 904 835

【会合参加数】
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④実施期間 ⑤所管局

平成15年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

国、県等の行政機関、人権擁護委員、民生委員・児童委員、地域、企業、市民活動団体等と連携・協働する事業の促進

地区民生委員児童委員協議会会長研修会

⑥事業・取組みの内容

地域福祉を推進するにあたり、民生委員児童委員の活動はたいへん重要な役割を果たしている。地域の民
生委員の代表である地区会長に対して、本市の重要課題の一つである人権問題を中心に、昨今の福祉課題を
的確に捉える研修会を実施することで、民生委員活動の一助とするもの。

⑦令和３年度までの実施状況

　年1回、テーマを決定し、講師を招き研修を行っている。

平成28年度「無縁社会の中の高齢者と人権のまちづくり」他1テーマ
平成29年度「ＬＧＢＴについて」他1テーマ
平成30年度「ひとり親家庭の現状と子どもの貧困について」他1テーマ
令和元年度 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
令和2年度「成年後見制度について」他2テーマ
令和3年度「ひきこもりと自殺対策について」他1テーマ

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　毎年度、民生委員のニーズに沿った研修テーマを設定しており、民生委員・児童委員
からも直接的、間接的に役立っているとの声もあることから、民生委員・児童委員の地
域活動の充実、強化に資するものと考える。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　継続的な取組が必要。

⑩令和４年度以降の実施計画

　３月末に開催する地区民生委員児童委員協議会会長研修会にて人権研修を実施予定。
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④実施期間 ⑤所管局

平成18年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

　行政機関、地域を見守る民生委員・児童委員、地域の方々、企業と連携を取りなが
ら、高齢者の人権を尊重しつつ取り組んでいる。また、課題を早期に発見し、早期の相
談につながるよう、「地域包括支援センター」や「まちかど介護相談室」のＰＲを積極
的に行った。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　相談内容については、権利擁護に関するものが増加傾向にある。そのため、虐待等の困難事例への対応の
強化やサービスの質を確保するため、人材の育成や効率的な人員配置による相談体制・機能の充実、及び関
係機関との連携がさらに重要となる。
　また、課題の早期発見、早期相談につなげるため、引き続き「地域包括支援センター」や「まちかど介護
相談室」のＰＲを行っていく必要がある。

⑩令和４年度以降の実施計画

今年度も引き続き、地域が抱える課題の早期発見・把握に努め、関係団体等との連携を強化し、地域包括
ケアシステムの構築を進めていくとともに、「地域包括支援センター」や「まちかど介護相談室」のＰＲを
積極的に行うもの。

また、複合的な問題を抱えた困難事例が増加しているため、子ども家庭局や産業経済局等の他局と連携を
図るとともに、地域ケア会議や研修等の充実により、さらなる職員の質の向上に努める。

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

国、県等の行政機関、人権擁護委員、民生委員・児童委員、地域、企業、市民活動団体等と連携・協働する事業の促進

③事業名

地域包括支援センター運営事業

⑥事業・取組みの内容

高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を継続していくため、高齢者のための保健・医療・福祉・介
護の総合相談窓口である地域包括支援センターを平成18年度に設置した。地域包括支援センターは、地域に
おける高齢者の実態を的確に把握し、早期に必要なサービスにつなげられるよう総合的なマネジメントを行
うなど、地域全体を包括的にケアしていくネットワークの拠点としての役割を果たしている。

本市は直営で運営しており、高齢者人口や日常生活圏域などを踏まえ、区役所、出張所に24か所の地域包
括支援センター及び地域包括支援センターをバックアップする統括支援センターを各区1か所、合計31か所
に設置している。

また、高齢者等がより身近なところで相談できる体制を強化するため、地域包括支援センター職員が市民
センター等を巡回する「高齢者いきいき相談」を随時開催している。

さらに、相談者の都合に合わせて気軽に立ち寄れる介護等の相談窓口として、公益社団法人北九州高齢者
福祉事業協会の会員施設のうち約50か所に「まちかど介護相談室」を設置し、地域包括支援センターの受付
時間外（土曜日・日曜日等）でも相談に応じる体制づくりをしている。

　【具体的な業務内容】
　　・高齢者の保健・医療・福祉・介護に係る総合相談
　　・介護予防ケアマネジメント
　　・高齢者の権利擁護・虐待防止
　　・包括的・継続的ケアマネジメント
　　・その他在宅福祉サービスの利用相談

⑦令和３年度までの実施状況

（単位：件）

平成29年度平成30年度令和元年度 令和2年度 令和3年度

約184,000 約208,000 約210,000 約220,000 約220,000

7,210

3,909

8,826

5,157
権利擁護に関する相談件数のうち、
虐待に関する相談

2,782 3,520 3,639

6,210 7,0015,297

【平成18年度事業開始】

年間相談件数

年間相談件数のうち、
権利擁護に関する相談
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④実施期間 ⑤所管局

平成28年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

北九州市障害者差別解消支援地域協議会の開催

⑥事業・取組みの内容

　「障害者差別解消法」及び「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条
例」に基づき、本市における障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、北
九州市障害者差別解消支援地域協議会を設置・運営する。

⑦令和３年度までの実施状況

「北九州市障害福祉団体連絡協議会」への業務委託により、同団体と協働で運営。
【平成２８年度】
　・８月　１日 北九州市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱策定・施行
　・協議会開催　３回
【平成２９年度】　　　　　　　　　　　　　【平成３０年度】
　・協議会開催　２回　　　　　　　　　　　　・協議会開催　２回
　・作業部会開催　２回                    　・作業部会開催　２回
　                                        　・事例検討部会開催　１回
【令和元年度】
　・協議会開催　２回　※内１回は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止し、書面にて情報を
　　　　　　　　　　　　共有した
　・啓発検討会　３回
【令和２年度】
　・協議会開催　２回　※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため書面開催を実施した
　・分散会開催　３回　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため３グループに分けて会議を開催した
【令和３年度】
　・協議会開催　２回
　・分散会開催　３回　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため３グループに分けて会議を開催した

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

・本市における、障害のある人の相談に関わる各関係機関や民間事業者等との間で必要
な情報を交換するとともに、障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議
を行うことができた。令和３年度は、事業者による合理的配慮の提供義務化を中心とす
る障害者差別解消法の改正を受け、本市の条例改正に向けた議論を深めるため、事業者
や法曹、障害者団体等の協議会委員を拡充したり、会議の開催方法も分散会としてグ
ループを少人数に分け、意見の出しやすい場を確保するなど、会議方法を工夫し、協議
を実施した。
・障害当事者団体や家族会、ボランティア団体等から構成される「北九州市障害福祉団
体連絡協議会」との協働で運営することで、当事者等の視点を活かした運営を行うこと
ができた。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　協議会のより効果的な活用についての検討が必要。

令和４年度以降の実施計画

　令和４年度以降も継続して協議会を開催していく。

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

国、県等の行政機関、人権擁護委員、民生委員・児童委員、地域、企業、市民活動団体等と連携・協働する事業の促進
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④実施期間 ⑤所管局

平成20年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

　自殺対策を進めるためには、より広く多岐にわたる分野・対象において取り組みを行
うことが必要であり、行政内外に関わらず、関係機関・団体との連絡調整、情報共有か
らはじまり、連携・協働することが重要となる。
　そのための一つの手段として、いずれの会議も重要な役割を果たしている。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　自殺対策推進のためには、各会議における関係部署・機関とのさらなる連携強化並びに事業計画及び予算
編成に反映するための具体的な施策展開へ向けた協議が必要となる。

⑩令和４年度以降の実施計画

　継続実施予定

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

国、県等の行政機関、人権擁護委員、民生委員・児童委員、地域、企業、市民活動団体等と連携・協働する事業の促進

③事業名

北九州市自殺対策連絡会議及び自殺対策庁内連絡会議の開催

⑥事業・取組みの内容

本市において自殺対策を総合的に推進するための体制として、平成20年度より、次の2種の会議を開催し
ている。
(1)北九州市自殺対策連絡会議

関係機関・団体の連携のもと、本市における総合的な自殺対策に関する事項の連絡調整を図り、協議・検
討を行う。
(2)自殺対策庁内連絡会議

全市的に自殺対策に取り組むことを目的として、各局の関係部署が集まり、行政が実施すべき自殺対策や
本市における基本理念・目標等の協議・検討を行う。

⑦令和３年度までの実施状況

（単位：回）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

2 1 2 2 2

（単位：回）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

1 1 1 2 1

(1)北九州市自殺対策連絡会議

(2)自殺対策庁内連絡会議

（単位：回）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

2 1 2 2 2

（単位：回）
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

1 1 1 2 1

(1)北九州市自殺対策連絡会議

(2)自殺対策庁内連絡会議
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④実施期間 ⑤所管局

平成8年度～ 子ども家庭局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

国、県等の行政機関、人権擁護委員、民生委員・児童委員、地域、企業、市民活動団体等と連携・協働する事業の促進

児童虐待防止啓発推進事業

⑥事業・取組みの内容

子どもの人権問題である【児童虐待】の早期発見、早期対応、さらには発生予防に取り組む事業である。
１　連携・ネットワーク体制の整備（要保護児童対策地域協議会の充実）
２ 虐待対応に関する周知・啓発、研修体制の充実（児童虐待問題市民講座の開催・児童虐待対応リーダー
養成研修）

⑦令和３年度までの実施状況

１要保護児童対策地域協議会の開催（平成17年4月～）
　①市レベル（代表者）　　年2回
　②区レベル（実務者）　　原則年3回　各区で実施
　③個別ケース検討会議　　随時
２研修等
　①児童虐待問題市民講座の開催　　　　　　毎年11月（児童虐待防止推進月間）に年1回開催
　②児童虐待対応リーダー養成研修会の開催　保育所と幼稚園、小中学校、高等学校等の対象機関に対し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年1回実施

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

・要保護児童対策地域協議会では、全市レベル・各区レベルの階層別に情報の共有や個
別ケースの協議を通じて、より良い連携や対応方法を検討した。
・児童虐待問題市民講座では、令和3年度は573名の市民や関係機関の職員が児童虐待の
現状や早期発見・早期対応、発生予防の必要性を学び、子どもの人権を守ることの重要
性を学ぶことができた。
（ライブ配信視聴者数：94人、アーカイブ配信再生回数:1,185回）
・児童虐待対応リーダー養成研修会では、令和3年度は保育所、幼稚園、放課後デイサー
ビス等の職員を対象に開催し、早期対応の重要性と具体的な動きを再認識することがで
きた。
（ライブ配信視聴者数:149名、アーカイブ配信再生回数:1,142回）
　児童虐待は、子どもへの最大の人権侵害であることを研修等を通じて周知していくこ
とができた。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　児童虐待の早期発見・早期対応・発生予防につなげるために、関係機関の職員等に対して、研修や連続講
座などを今後とも継続して実施していくことが重要だと考えている。

⑩令和４年度以降の実施計画

１ 要保護児童対策地域協議会
　 ①市レベル（代表者）　年2回
　 ②区レベル（実務者）　年3回
　 ③個別ケース検討会議　随時
２ 研修等
   ①児童虐待問題市民講座の開催　11月（児童虐待防止推進月間）に開催
　 ②児童虐待対応リーダー養成研修会の実施
     幼稚園・保育所・小中学校・放課後児童クラブ等を対象に実施
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④実施期間 ⑤所管局

保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

地域の団体・機関等との連携、協働による人権を尊重したまちづくり事業の充実

人権週間に伴う啓発行事

⑥事業・取組みの内容

人権週間にあわせて、各種人権啓発行事を行うもの。

⑦令和３年度までの実施状況

　１２月４日～１０日の人権週間については、人権文化推進課の各種人権啓発の中でも、最重要と位置づけ、継続して
各種人権啓発行事を行う。
【令和３年度の実施内容】
　①記念講演会　１２月３日（金）黒崎ひびしんホール　　講師　：日本文学研究者　　ロバート キャンベル
　　　　　　　　　テーマ：性的指向・性自認　「『ちがい』を持つ人々との素敵な日々に向けて」
　　　　　　　　１２月８日（水）北九州芸術劇場　　　　講師　：タレント・女優・作家　　新田　恵利
　　　　　　　　　テーマ：高齢者　「悔いなし介護～実体験から考える高齢者と人権」
　②街頭啓発：新型コロナウイルス感染拡大により中止（例年は、人権週間行事のPRしながら啓発グッズを配布。）
　③作品募集及び展示
　　作品募集：人権についてのポスター、標語作品を募集し、入選作品を表彰
　　　　　　　標語：応募総数　６，４２４作品　　ポスター：応募総数　２８４作品
　　　　　　　（令和３年度は、児童生徒分は中止し、１５歳以上の一般募集分のみ実施）
　　作品展示：新型コロナウイルス感染拡大による作品募集の中止に伴い、中止
　　　　　　　（例年は、教育委員会が募集した市内の小・中・特別支援学校の児童・生徒のポスター、書写、
　　　　　　　　標語等の作品を市内７ヶ所で展示）
　④広　　報：市政だより等への掲載、新聞広告、懸垂幕・横断幕の掲出、ポスター掲示（市有施設・ＪＲ駅等）、
　　　　　　　公用車ステッカー掲示、ＣＭテレビ放映等。
　⑤啓発情報紙：「いのち あい こころ」作成(市政だより１２月１日号と同時配布)
　⑥ふれあいフェスタの開催：１１月２１日（日）
　⑦北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展等
　　拉致被害者御家族のビデオメッセージ上映：１１月２１日（日）ウェルとばた２階　ふれあいフェスタ2021会場内
　　パネル展：１１月２５日（木）～１２月　８日（水）　コムシティ３階
　　　　　　　１２月１０日（金）～１２月１５日（水）　ムーブ１階

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　例年、人権週間期間中、各区において地域の団体や行政機関等と連携して多くの啓発
行事を実施することができ、また多くの市民、団体が参加している。
　令和３年度の来場者アンケートの結果においても、「講演会の内容は大変よかった・
よかった」が８７％、「今回の講演会に参加して人権問題についての関心・理解が大変
深まった・深まった」が９２．５％など高い評価を得ており、啓発効果は非常に高いと
考える。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　今後も引き続き市民や団体との連携を図り、啓発行事への参加を一層促進することが必要。

⑩令和４年度以降の実施計画

　継続実施(感染対策を徹底し、実施）
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④実施期間 ⑤所管局

平成19年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

地域の団体・機関等との連携、協働による人権を尊重したまちづくり事業の充実

法務局・法テラスとの情報交換等による連携強化

⑥事業・取組みの内容

　福岡法務局北九州支局及び日本司法支援センター福岡地方事務所北九州支部（法テラス北九州）と情報交
換を進め、連携を図りながら、複雑化・多様化する人権に関する相談に対し迅速で適切な対応ができるよ
う、相談機能の充実を図っている。

⑦令和３年度までの実施状況

　平成１８年度より毎年１回程度３機関の担当者が集まり、相談業務の現状について情報交換や意見交換を
行っている。令和３年度は、オミクロン株感染拡大「まん延防止等重点措置」適用に伴い、中止した。

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　３機関の情報・意見交換を通じ、相談機能の強化を図ることは、複雑化・多様化する
相談内容＝市民ニーズに適切に対応していくために不可欠な取組みであり、大変有意義
な取組みだと考えている。３機関ともに、今後も継続していきたいとの意向である。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　より一層有意義な情報交換の場とするよう工夫し、引き続き連携を深めていく。

⑩令和４年度以降の実施計画

　継続実施
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④実施期間 ⑤所管局

平成17年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

地域交流センターと市民センターとが連携・協働した人権啓発事業

⑥事業・取組みの内容

「人権文化のまちづくり」を推進するため、地域交流センター（9館）と市民センター等が連携して、人
権講演会や各種講座の開催、地域交流事業などに積極的に取り組んでいく。

⑦令和３年度までの実施状況

　地域交流センターと市民センター等が連携し、人権講演会や人権フェスティバルを行うなど、市民セン
ターとの連携・協働を積極的に図りながら、人権啓発事業や地域交流事業に取り組んだ。

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

地域の団体・機関等との連携、協働による人権を尊重したまちづくり事業の充実

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　市民センターとの連携強化は人権課題解決にとって有意義であり、「人権文化のまち
づくり」の推進に寄与したものと考える。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　講演会では参加者が固定化されないよう、テーマや講師、開催日時の工夫が必要である。

⑩令和４年度以降の実施計画

地域交流センター及び市民センター等の講座やクラブ等で制作した作品展の開催や共催で人権講演会を行
う。

区　分 R1 R2 R3

事業数 35事業 4事業 9事業
市民センター等の数 52館 4館 13館

【市民センター等と連携した事業】
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④実施期間 ⑤所管局

平成11年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

　北九州セルフハート会議の活動を通して、市民活動としての自助グループの活動を支
援し、さらにセルフヘルプ・フォーラムを開催することで、その情報や重要性を市民に
情報提供することができた。また、各グループのメンバーが抱える悩み（障害・病気
等）や問題について、同じような悩みを持つ市民と各グループとの出会いの場を提供す
る機会となっている。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　参加者や参加グループが固定化される傾向があるため、一般市民や新たなグループの参加が増えるよう広
報する必要がある。

⑩令和４年度以降の実施計画

(1)セルフヘルプ・フォーラム　継続実施予定

(2)北九州セルフハート会議　毎月1回開催

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

地域の団体・機関等との連携、協働による人権を尊重したまちづくり事業の充実

③事業名

自助グループ（セルフヘルプ・グループ）の支援
（再掲）   　　　 第3章 2-(2),(9) 第4章 2-(1)-②-ｲ,2-(2)-①,⑤

⑥事業・取組みの内容

自助グループ（セルフヘルプ・グループ)とは、同じ悩みや問題を抱える人が集うことにより、互いに悩
みをわかち合い、わかりあえるという体験を通して、問題からの回復や悩みに対処する力を得るものであ
る。周囲の人に対し、当事者が抱える依存症や精神障害といった問題への理解を求めることを目指す活動を
行うグループもある。

そこで、市民活動としての自助グループの活動を支援するとともに、市民に対し、自助グループの重要性
と問題への理解を求めるための啓発を行う。
(1)セルフヘルプ・フォーラムの開催
市民に対し、自助グループの重要性と問題について啓発するとともに、自助グループに関する情報提供と自
助グループとの出会いの場を提供することを目的に、体験発表・講演・モデルミーティング等を行う。
(2)北九州セルフハート会議
北九州市を中心に活動する自助グループのネットワーク会議として開催。セルフヘルプ・フォーラムの実行
委員会としての役割も果たす。また、毎年、各グループの情報をまとめた情報誌を作成し、市民へ配布して
いる。

⑦令和３年度までの実施状況

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 ※ 令和3年度
開催日 11月3日（木・祝） 11月3日（土・祝） 11月4日（月・祝） - 11月3日（水・祝）
参加人数 約210名 約220名 約190名 - 87名

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
回数 11回 10回 10回 7回 7回
参加人数 延202名 延167名 延124名 延91名 延80名

(1)セルフヘルプ・フォーラム　（平成11年度より年1回開催）

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止

(2)北九州セルフハート会議　（平成11年度より開催）毎月第4月曜日19:00～
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④実施期間 ⑤所管局

平成10年度～ 保健福祉局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

　国、県の機関及び県内の市町、人権擁護委員などの団体と連携を密にし、共同で事業
を実施することによって、より効果的な啓発活動の実施が可能になっている。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　「人権文化のまちづくり」は社会全体で取り組むことが必要であり、そのためには、国、県等の行政機関
はもとより、地域に密着した人権啓発活動に取り組んでいる人権擁護委員との連携が不可欠である。今後
も、より一層連携を充実・強化して効果的な人権啓発活動を行いたい。

⑩令和４年度以降の実施計画

　継続実施

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権のネットワークの充実

②施策の方向性

ネットワークを活用した人権に関する情報の効果的な提供

③事業名

人権啓発活動ネットワーク協議会（再掲）

⑥事業・取組みの内容

福岡県人権啓発活動ネットワーク協議会及び北九州地域人権啓発活動ネットワーク協議会に参画し、法務
局、人権擁護委員協議会及び周辺自治体と相互連携して、人権啓発活動を総合的、効果的に実施する。

⑦令和３年度までの実施状況

（福岡県人権啓発活動ネットワーク協議会）
　構成団体：福岡法務局、福岡県人権擁護委員連合会、福岡県、福岡市、北九州市、
　          （公財）福岡県人権啓発情報センター、社会福祉法人福岡県社会福祉協議会
　会　　議：年３回（活動計画、情報交換、活動報告）
  活動内容：同和問題啓発ＣＭ放送、ふれあいフェスタ、ＨＰ開設他

（北九州地域人権啓発活動ネットワーク協議会）
　構成団体：福岡法務局北九州支局（事務局）、北九州人権擁護委員協議会、北九州市、中間市、芦屋町、
            水巻町、岡垣町、遠賀町、福岡法務局行橋支局、行橋人権擁護委員協議会、行橋市、豊前市、
            苅田町、みやこ町、築上町、吉富町、上毛町
　会　　議：年２回（活動計画、情報交換、活動報告）
　活動内容：人権啓発マッチ（ギラヴァンツホームゲーム）、ふれあいフェスタ、人権の花運動、
            ＨＰ開設他
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④実施期間 ⑤所管局

平成26年度～ 子ども家庭局

評　価

概ね指針どおり

一部課題あり

課題あり

③事業名

①推進のための取組み

第３章　２－（６）　　人権ネットワークの充実

②施策の方向性

ネットワークを活用した人権に関する情報の効果的な提供

児童虐待防止医療ネットワーク

⑥事業・取組みの内容

　児童虐待に関する相談件数は年々増加しており、医療機関では虐待が疑われる児童の受診も多い。しか
し、医療機関によっては知識や経験が不十分であったり、組織的な対応体制が整っていない場合もある。
　このような現状を踏まえ、地域医療全体の児童虐待防止体制を整備することを目的に、「児童虐待防止医
療ネットワーク事業」を開始した。
　核となる医療機関を中心に、児童虐待対応のネットワークづくりや保健医療従事者への研修等を行い、虐
待の早期発見、早期対応につながる適切な対応ができる体制づくりを進めるもの。

　拠点病院において、下記の取り組みを行っている。
　・地域医療機関からの相談受付及び情報共有
　・家族と子ども支援委員会の開催（院内の小児科医師・看護師、検察、警察、児童相談所等で情報共有や
ケース検討を実施。）

⑦令和３年度までの実施状況

　拠点病院に児童虐待専門コーディネーターを配置し、児童虐待対応に関する相談への助言、児相虐待対応
向上のための教育研修を行った。
　毎月、家族と子ども支援委員会を開催し、個別のケースごとに検討・情報交換を行った。
  令和元年度に、医学的見地からの児童虐待早期発見のポイントや虐待が疑われる場合の対応、児童虐待防
止医療ネットワーク事業の内容を記載した医療機関向けのリーフレットを作成し、令和2年度、北九州市医
師会を通じて医療機関に配布した。

⑧令和３年度までの実施状況について「人権行政指針」の観点からの評価とその理由

　拠点病院にて、毎月、家族と子ども支援委員会を開催し、医療関係者のほか、児童相
談所・検察・警察等で情報共有を行い、連携を図っている。
　医療機関の研修会等において研修を行い、事業の周知・虐待対応に関するノウハウの
伝達等を行っている。

⑨評価結果を踏まえた課題と見直し

　今後も継続して、地域の医療機関への虐待対応に関するノウハウの伝達や他の医療機関とのネットワーク
の構築に取り組む必要がある。

⑩令和４年度以降の実施計画

　拠点病院において、下記の取り組みを継続する。
・地域医療機関からの相談受付及び情報共有
・家族と子ども支援委員会の開催（院内の小児科医師・看護師、検察、警察、児童相談所等で情報共有や
ケース検討を実施。）

【拠点病院の相談受付件数】 （単位：件）
H29 H30 R1 R2 R3
151 365 534 749 849
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